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１．入札に当たっては斐川宍道水道企業団水道事業会計規程を承知して行ってください。

１０．本工事は「島根県公共工事共通仕様書」、「水道工事標準仕様書（日本水道協会）」、「斐川宍
道水道企業団工事標準仕様書」、「斐川宍道水道企業団水道工事施工管理基準」を適用する。

４．落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額）を
もって落札価格とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札
書に記載すること。

６．出雲市或いは松江市に納付すべき市税に滞納がないこと。

そ の 他 条 件

９．専任技術者の配置について
　１）請負金額の額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上の工事につ
いては、主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない。
　２）入札日以前又は入札当日において、他の工事を受注又は落札したことによって専任
技術者を配置できなくなった場合は、本工事の入札参加資格を失うため、入札辞退届を提
出すること。
　３）落札後において、専任技術者の重複等によって専任技術者の配置ができないことが
明らかとなった場合は、契約前であれば契約を締結しないことがある。また、契約後であ
れば、契約を解除することがある。

８．落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた
場合は、契約を締結しません。

７．入札に参加しようとする者の間に次に示す資本関係又は人間関係がないこと。
　①資本関係：以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方
が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
　(ｲ)親会社と子会社の関係にある場合
　(ﾛ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
　②人的関係：以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｲ)については、子会社又
は子会社の一方が更生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
　(ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
　(ﾛ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
　③その他：入札の適正さが阻害されると認められる場合
　　上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合

５．代理入札の場合は委任状を提出してください。

３．郵便による入札は禁止します。
２．記名のない入札書は、無効とします。

中間前払金・部分払

中間前金払は請負対象金額５００万円以上の工事から請求できます。ただし、請
負対象金額が５，０００万円以上の工事において、請負者は中間前金払又は部分
払を契約締結時に選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとしま
す。

入 札 希 望 価 格 ¥２１，５１０，０００

斐川宍道水道企業団 水道工事仕様書

工  事  名

工 事 場 所

工 事 期 間

契　　約　　の　　方　　法　　お　　よ　　び　　条　　件

契 約 方 法 簡易型一般競争入札

入 札 場 所 斐川宍道水道企業団　　３階　会議室

出西水源地出西系No1送水ポンプ,工業用水道水源地No4送水ポンプ分解整備工事

出雲市斐川町出西地内

契 約 締 結 日 の 翌 日 ～ 令和9年1月29日

予 定 価 格 事後公表

最 低 制 限 価 格 設定する

前 払 金 斐川宍道水道企業団水道事業会計規程による

※消費税を含まない

調 査 基 準 価 格 設定しない

入 札 日 時

契 約 保 証 金 斐川宍道水道企業団水道事業会計規程による

入 札 保 証 金 免　除


